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　前期基本計画に基づく評価や取組状況、 社会情勢の変化を踏まえ、 後期基本計画を策定しました。

　本計画は、 前期基本計画の継続性に加え、 新たにＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） についても盛り込み、「持

続可能なまちづくり」 の実現に向けて取り組んでいく姿勢を示しました。

　今後は、 後期基本計画を軸に、 住民の皆さんとともに美
みりょく

力にあふれ、 未来へとつながるまちづくりを進めていきます。

美里町の未来に向けたまちづくりの指針

「第５次美里町総合振興計画後期基本計画」始動

成果が強く望まれる施策については、 施策体系の枠組みを越え、 横断的
かつ総合的に進めることにより相乗的な効果を発揮させ、 その波及効果が期
待できるものを「重点プロジェクト」 と位置付けます。

総合振興計画とは
総合振興計画

町の分野別計画
●まち・ひと・しごと創生総合戦略
●公共施設等総合管理計画
●健康増進計画
●高齢者福祉計画

町にある計画の中で最上位の計画
です。将来の美里町をどんな町に
するのか、そのためにどんなこと
をしていくのかなど、まちづくり
の指針となるものです。

まちの基本理念
心身ともに
美しく暮らせる

まちづくり

まちの将来像
住民一人ひとりが
　誇りを持って暮らせる
　　　美しの里

総合振興計画の構成
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10年の計画期間を前期と後期
に分け、基本理念のもと、町
の課題解決に取り組んでいき
ます。
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02　美 力 03　安心・安全
心も体も美しく

　“健幸” 推進プロジェクト
美里の　“美力”
向上プロジェクト

日常生活の
“安心・安全” プロジェクト

ミムリン健幸ポイント事業や保
健サービスの充実などを図り、
住民が生涯に渡って生きがいを
持ち、心身ともに健康で幸せに
暮らしていける健幸なまちを目
指します。

“ 美力 ” は美里の魅力を意味す
る造語です。地域活性化施設の
整備など、町の新しい価値や魅
力を発掘し、来訪機会の創出・
拡大を図り、美力づくりに繋が
る取組を展開します。

自然災害への備えや新型コロナ
ウイルス感染症対策のほか、安
心して子育てできる環境の整備
など、誰もが安心・安全に暮ら
せるまちを目指します。

令和３年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

６月23日㈬～29日㈫は、「男女共同参画週間」です。

男 女 共 同 参 画 ニ ュ ー ス

「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」

埼玉県男女共同参画推進センター（With�Youさいたま）　☎048-600-3800
（月～土曜日　午前10時～午後８時30分）※祝日・年末年始・第３木曜日を除く

（内閣府公募）

男性のための電話相談　☎048-601-2175（毎月第３日曜日　午前11時～午後３時）
相談内容…人間関係、家族・夫婦、ＤＶ、生き方など相談内容は問いません。

■相談機関をご紹介します

問合せ＝総務税務課　総務係　☎76-1115

　「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日で
ある平成11年６月23日を踏まえ、毎年６月23日
から29日までの１週間を「男女共同参画週間」
として定めています。
　内閣府では、「自分を好きになって、自分を信
じ、創り上げた自由な発想が受け入れられる社会。
みんなで築いていく男女共同参画社会とは。皆さ
んが進んでいく社会への願い・想いのこもった

キャッチフレーズ」を募集し、決定しました。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭
で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を実現するためには、皆さん一人ひ
とりの取組が必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップにつ
いて、この機会に考えてみませんか。

誰か１人に負担させていませんか？　名もなき家事・育児

　「名もなき家事」とは、洗剤の詰めかえやゴミの仕分けなど、１つ１つはたいした作業ではなく、
あえて名前をつけるほどではないけれども、積み重なると大きな負担になる日々の細かな家事のこ
とです。また、「名もなき育児」も同様に、子どもの支度などにも細かな作業があります。
　下記の例のように、１つの家事や育児でも、分けて考えてみるとたくさんの要素が含まれています。
身の回りにどんな家事や育児があるのかを考え、話し合い、行動に移してみましょう。

ゴミをだす 子どもの支度

・ゴミ袋の購入
・ゴミ袋のセット
・ゴミの分別
・家中のゴミを集める

・食事の準備、片付け
・食事を食べさせる
・着替え
・持ち物の確認

…

みんなで未来を拓く

け ん　 こ う み　　りょく

問合せ＝総合政策課　まち創生係　☎76-1114


